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当
＝
行
政
書
士
。
１
月
８

日
の
午
前
８
時
半
か
ら
先

着
順
に
電
話
予
約
を
受
け

付
け

　

☆
年
金
・
労
災
・
失
業

保
険
・
人
事
管
理
等
相
談

　

１
月　

日
の
午
前　

時

２８

１０

か
ら
、
市
役
所
２
階
相
談

室
。
担
当
＝
社
会
保
険
労

務
士
。
１
月　

日
の
午
前

２２

８
時
半
か
ら
先
着
順
に
電

話
予
約
を
受
け
付
け　

　
【
子
ど
も
】

　

☆
教
育
相
談
室

　

▽
中
央
相
談
室
（
教
育

セ
ン
タ
ー
〈
成
美
教
育
文

化
会
館
〉
内
）
�　

・
３

７３

６
６
７
＝
毎
週
火
曜
日
〜

土
曜
日
の
午
前　

時
〜
午

１０

後
５
時
。
電
話
相
談
も
可
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農
業
委
員
会
の
役
割

　

農
業
委
員
会
は
「
農
業
委
員

会
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

い
て
、
農
業
者
の
公
正
な
意
見

を
反
映
し
、
農
業
の
立
場
を
代

表
す
る
機
関
と
し
て
区
市
町
村

に
置
か
れ
た
行
政
委
員
会
で
す
。

東
久
留
米
市
農
業
委
員
会
は
選

挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
委
員　
１２

名
と
、
農
業
協
同
組
合
が
推
薦

し
た
理
事
１
名
、
市
議
会
が
推

薦
し
た
学
識
経
験
者
３
名
の
選

任
委
員
４
名
の
合
計　

名
で
構

１６

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
法
律
の
目

的
は「
農
業
生
産
力

の
発
展
お
よ
び
農

業
経
営
の
合
理
化

を
図
り
、農
業
者
の

地
位
の
向
上
に
寄

与
す
る
」
こ
と
で
、

農
業
委
員
会
の
主

な
役
割
に
は
次
の

３
つ
が
あ
り
ま
す
。

①
農
地
法
に
基
づ

く
仕
事
＝
農
地
転
用
や
農
地
の

権
利
移
動
時
の
許
認
可
事
務
②

農
業
振
興
計
画
の
作
成
お
よ
び

実
現
推
進
＝
東
久
留
米
農
業
の

目
指
す
べ
き
道
を
示
し
、
そ
の

実
現
に
向
け
て
の
行
動
③
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
＝
農
地
法
等
に
よ

り
守
ら
れ
、
市
民
に
新
鮮
な
農

産
物
を
供
給

す
る
ほ
か
、
災

害
時
の
避
難

場
所
な
ど
多

面
的
機
能
も

高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
農

地
が
き
ち
ん

と
肥
培
管
理

さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
の

調
査
（
主
に
市
内
の
生
産
緑
地

農
地
を
対
象
に
、
無
断
転
用
や

農
地
の
管
理
状
況
を
一
筆
ご
と

に
調
査
す
る
も
の
で
、
毎
年
春

し
た
り
、
管
が
破
損
し
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
水
道
管
に
も

防
寒
対
策
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
家
庭
で
で
き
る
防
寒
対
策
】

水
道
管
が
直
接
外
気
に
触
れ
な
い

よ
う
、
保
温
材
を
巻
き
付
け
、
そ

の
上
か
ら
ヒ
モ
で
縛
っ
て
固
定
し
、

保
温
材
が
ぬ
れ
な
い
よ
う
に
ビ

ニ
ー
ル
テ
ー
プ
等
で
下
か
ら
す
き

間
な
く
重
ね
て
巻
き
ま
す

　

※
保
温
材
は
市
販
さ
れ
て
い
る

も
の
の
ほ
か
に
、
毛
布
、
発
泡
ス

チ
ロ
ー
ル
等
ご
家
庭
に
あ
る
も
の

で
も
代
用
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
水
道
工
務
課
�　

・
７１

５
１
８
６
へ
。

検
針
用
パ
ソ
コ
ン
導
入

に
よ
り
お
客
さ
ま
番
号

等
が
一
部
変
更
に

　

市
で
は
水
道
検
針
業
務
の
一
層

の
適
正
な
執
行
を
進
め
る
た
め
、

「
検
針
用
携
帯
パ
ソ
コ
ン
」を
導
入

し
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

一
部
の
方
の
「
お
客
さ
ま
番
号
」

水
道
管
の
漏
水
調
査
に

ご

協

力

を

　

大
切
な
水
を
守
る
た
め
に
、
市

内
の
水
道
管
の
漏
水
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
地
表
面
に
表
れ

な
い
漏
水
を
発
見
し
、
修
理
す
る

た
め
の
も
の
で
、
調
査
の
際
に
は

「
身
分
証
明
書
」
を
携
帯
し
、「
腕

章
」
を
付
け
た
調
査
員
が
敷
地
内

に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
【
調
査
期
間
】　

年
２
月　

日

１６

２８

（
土
）
ま
で

　
【
調
査
方
法
】道
路
か
ら
各
家
庭

の
量
水
器
ま
で
の
漏
水
調
査
（
道

路
の
配
水
管
調
査
は
夜
間
も
実
施

し
ま
す
が
、
ご
家
庭
の
給
水
管
調

査
は
昼
間
に
実
施
し
ま
す
）

　
【
調
査
区
域
】中
央
町
三
〜
五
丁

目
の
一
部
、
南
町
全
域
、
前
沢
二

〜
三
丁
目
、
下
里
三
丁
目
、
滝
山

五
・
七
丁
目
の
一
部
、
柳
窪
一
〜

三
・
五
丁
目

　

詳
し
く
は
水
道
工
務
課
�　

・
７１

５
１
８
６
へ
。

水
道
管
に
も
冬
支
度
を

　

冬
の
季
節
、
気
温
が
低
下
す
る

と
、
屋
外
の
露
出
し
て
い
る
水
道

管
は
、
中
の
水
が
凍
結
し
て
断
水

　

市
で
は
、
通
勤
・
通
学
等
で
駅

周
辺
の
市
営
自
転
車
等
駐
車
場
を

常
時
利
用
す
る
方
を
対
象
に
、　
１６

年
度
利
用
者
登
録
を
受
け
付
け
ま

す
。
現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
方
も

新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
【
登
録
申
請
方
法
】登
録
要
項
に

従
っ
て
、　

年
１
月
５
日
（
月
）

１６

〜　

日
（
金
）
に
（
消
印
有
効
）、

２３
〒
２
０
３
―
８
５
５
５
、
市
役
所

地
域
政
策
課
都
市
交
通
係
あ
て
郵

送
を
。
封
筒
に
は
、
登
録
者
本
人

　
【
登
録
申
請
書
・
要
項
の
配
布
】

地
域
政
策
課
（
市
役
所
５
階
）、
上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各

出
張
所
、
東
第
９
・
西
第
７
の
各

自
転
車
駐
車
場
で　

月　

日
か
ら

１２

１５

配
布
し
ま
す

　
【
試
験
日
】　

年
１
月　

日（
日
）

１６

１８

　

詳
し
く
は
職
員
課
人
事
給
与
係

�　

・
７
７
１
６
へ
。

７０

自 転 車 等 駐 車 場 使 用 料
バイク（原付）自　転　車

種　別
学生等一　般学生等一　般
９，０００円１５，０００円７，２００円１２，０００円１ 年 間
４，５００円７，５００円３，６００円６，０００円６カ月間

秋
に
２
回
実
施
）
管
理
が
行
き

届
い
て
い
な
い
農
地
等
に
つ
い

て
は
、
適
正
管
理
す
る
よ
う
指

導
し
て
い
ま
す
。

　
　

月　

・　

の
両
日
、
市
民

１１

１５

１６

み
ん
な
の
ま
つ
り
・
農
業
祭
会

場
で
も
、
新
鮮
・
安
心
の
市
内

農
産
物
の
販
売
な
ど
を
通
し
て
、

農
業
者
と
共
に
都
市
農
業
へ
の

理
解
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
積
極

的
に
訴
え
掛
け
ま
し
た
。

　

農
業
者
の
相
談
に
乗
り
、
農

地
保
全
に
努
め
、
緑
豊
か
な
地

域
づ
く
り
に
貢
献
す
る
「
農
あ

る
ま
ち
づ
く
り
」
の
推
進
役
、

農
業
委
員
会
の
活
動
に
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
産
業
振
興
課
�

　

・
７
７
４
３
へ
。

７０

農あるまちづくりを支える農業委員

の
住
所
・
氏
名
・
郵
便
番
号
を
記

入
し
、　

円
切
手
を
は
っ
た
返
信

８０

用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い

　
【
登
録
の
決
定
】希
望
す
る
駐
車

場
が
登
録
可
能
台
数
を
超
え
た
場

一
般
事
務
（
身
体
障
害
者
含

む
）・
消
防
官
・
保
育
士

　

市
で
は
、　

年
４
月
１
日
以
降

１６

に
採
用
す
る
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
職
種
、
募
集
人
員
、
受
験
資

格
は
、
下
表
の
通
り
で
す
。

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】　

月　

日

１２

１５

（
月
）
〜　

年
１
月
９
日
（
金
）
の

１６

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時（
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
と　

月　

日
〜
１

１２

２７

月
４
日
は
除
く
）、
職
員
課
（
市
役

所
４
階
）
で

　
【
願
書
申
し
込
み
受
け
付
け
】　１６

年
１
月
７
日
（
水
）
〜
９
日
（
金
）

の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
、
本

人
が
職
員
課
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
身
体
障
害
者
の
方
は
、
障
害

者
手
帳
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い

「
メ
ー
タ
検
針
日
」が
変
更
と
な
り

ま
す
。
該
当
の
方
に
は
定
期
検
針

日
の
際
に
個
別
に
お
知
ら
せ
を
配

布
し
ま
す
。
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
【
実
施
時
期
】　

年
１
月
か
ら

１６

　

詳
し
く
は
水
道
業
務
課
�　

・
７１

５
１
８
４
へ
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
【
専　

門
】　

　

※
予
約
は
広
報
課
�

　

・
７
７
７
７
（
代
）
へ
。

７０
　

☆
法
律
相
談　

１
月
７

日
・　

日
の
午
前　

時
か

１４

１０

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
弁
護
士
。
い
ず
れ

も　

月　

日
の
午
前
８
時

１２

２６

半
か
ら
、
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
登
記
相
談　

１
月
７

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

役
所
２
階
相
談
室
。
土
地

等
の
所
有
権
移
転
な
ど
。

担
当
＝
司
法
書
士
。　

月
１２

　

日
の
午
前
８
時
半
か
ら

２５先
着
順
に
電
話
予
約
を
受

け
付
け
。

　

☆
表
示
登
記
相
談　

１

月
７
日
の
午
後
１
時
か
ら
、

市
役
所
２
階
相
談
室
。
建

物
の
新
・
増
・
改
築
の
登

記
な
ど
。
担
当
＝
土
地
家

屋
調
査
士
。　

月　

日
の

１２

２５

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
税
務
相
談　

１
月　
１４

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

役
所
２
階
相
談
室
。
担
当

＝
税
理
士
。
１
月
９
日
の

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
人
権
身
の
上
相
談　

１
月　

日
の
午
後
１
時
か

２１

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
人
権
擁
護
委
員
。

１
月　

日
の
午
前
８
時
半

１３

か
ら
先
着
順
に
電
話
予
約

を
受
け
付
け
。

　

☆
不
動
産
相
談　

１
月

　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

２１市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

当
＝
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
。
１
月　

日
の
午
前
８

１５

時
半
か
ら
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
交
通
事
故
相
談　

１

月　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

２８
市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

当
＝
弁
護
士
、
都
交
通
事

故
相
談
員
。
１
月　

日
の

２２

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
行
政
手
続
相
談　

１

月　

日
の
午
前　

時
か
ら
、

１４

１０

市
役
所
２
階
相
談
室
。
相

続
、
税
務
、
会
社
・
法
人

の
設
立
手
続
き
な
ど
。
担

　

▽
滝
山
相
談
室
（
西
中

隣
）
�　

・
８
９
０
９
＝

７５

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日
の

午
前　

時
〜
午
後
５
時
。

１０

電
話
相
談
も
可
。

　
【
仕　

事
】

　

☆
職
業
相
談　

平
日
の

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
、

市
役
所
６
階
東
久
留
米

ワ
ー
ク
コ
ー
ナ
ー
。
都
内

全
域
と
所
沢
・
朝
霞
近
辺

の
求
人
が
パ
ソ
コ
ン
で
検

索
可
能
。
担
当
＝
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
三
鷹
職
員
。
直
接

会
場
へ
。

　
【
消
費
者
】

　

☆
消
費
者
相
談　

平
日

の
午
前
９
時
半
〜
午
後
４

時
半
、
市
民
生
活
館
１
階
。

訪
問
販
売
に
よ
る
被
害
な

ど
。
担
当
＝
消
費
生
活
相

談
員
。
電
話
相
談
�　

・
７３

４
５
０
５
も
可
。

　
【
悩
み
ご
と
】

　

☆
電
話
な
ん
で
も
相
談

（
東
久
留
米
市
社
会
福
祉

協
議
会
）　

水
曜
日
を
除

く
平
日
の
午
前　

時
〜
午

１０

後
４
時
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通
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郎
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扱
と
な
り
ま
し
た
。
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員
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は
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抽
選
で
決
定
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録
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定
後
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続
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信
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知
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７
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市

職

員

自転車等駐車場と放置禁止区域
内は、自転車等放置禁止区域です
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京
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通
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談
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５
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２
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を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
を
。

受　　験　　資　　格募集人員職　　種
・大学卒　昭和５４年４月２日以降に生まれた方
・短大卒　昭和５６年４月２日以降に生まれた方
・高校卒　昭和５８年４月２日以降に生まれた方

若干名一 般 事 務

身体障害者手帳の交付を受けている方で、下記の
①～③の要件をすべて満たす方
①昭和４８年４月２日以降に生まれた方で、高校
卒業程度の学力を有すること

　②自力で職務の遂行と通勤ができること
　③活字印刷の筆記試験に対応できること

若干名
一 般 事 務
（身体障害者）

昭和５４年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度の
学力を有するとともに身体能力が一定の基準にあ
る方

若干名消 防 官

保育士の資格を有する方または資格取得見込みの
方で
・大学卒　昭和５４年４月２日以降に生まれた方
・短大卒　昭和５６年４月２日以降に生まれた方

若干名保 育 士

　※いずれも平成1６年３月卒業見込みの方を含む。
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